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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和3年1月14日(2021.1.14)

【公表番号】特表2020-515511(P2020-515511A)
【公表日】令和2年5月28日(2020.5.28)
【年通号数】公開・登録公報2020-021
【出願番号】特願2019-533040(P2019-533040)
【国際特許分類】
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   Ａ６１Ｋ  31/7048   (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/216    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/192    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/37     (2006.01)
   Ａ２３Ｌ  33/105    (2016.01)
   Ａ２３Ｌ   2/52     (2006.01)
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   Ａ２３Ｋ  50/40     (2016.01)
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【手続補正書】
【提出日】令和2年11月30日(2020.11.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炎症の治療または予防に使用される、Ｒｕｂｕｓ　ｉｄａｅｕｓの茎および／または葉
から得られるまたは得ることができる、抽出物であって、前記抽出物は抽出溶媒としての
水および／またはエタノールを使用することで得られるまたは得ることができ、前記炎症
は関節炎および関節腫脹から選択される、抽出物。
【請求項２】
　前記抽出物が、７０：３０～３０：７０のエタノール／水を含む溶媒を用いて得られる
水－エタノール抽出物である、請求項１に記載の抽出物。
【請求項３】
　炎症の治療または予防に使用される組成物であって、Ｒｕｂｕｓ　ｉｄａｅｕｓの茎お
よび／または葉から得られるまたは得ることができる抽出物を含み、前記抽出物は抽出溶
媒としての水および／またはエタノールを使用することで得られるまたは得ることができ
る、組成物。
【請求項４】
　前記組成物が、食品、飼料もしくはペットフード製品、飲料製品、または食品、飼料も
しくはペットフードサプリメントである、請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
　前記組成物が、医薬組成物または獣医学的組成物である、請求項３に記載の組成物。
【請求項６】
　前記炎症の治療または予防が関節変性を軽減する、請求項１～５のいずれか一項に記載
の使用のための抽出物、または使用のための組成物。
【請求項７】
　前記使用のための抽出物、または使用のための組成物が、少なくとも１つの炎症性サイ
トカインの放出を減少させるおよび／または阻害する、請求項１～６のいずれか一項に記
載の使用のための抽出物、または使用のための組成物。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの炎症性サイトカインが、ＴＦＮ－α、ＩＬ－６、およびＩＬ－１
βから選択される、請求項７に記載の使用のための抽出物、または使用のための組成物。
【請求項９】
　前記使用のための抽出物、または使用のための組成物が、アラキドン酸、エイコサペン
タエン酸および／またはドコサヘキサエン酸に由来する特異的炎症収束性メディエーター
のレベルを増加させる、請求項１～８のいずれか一項に記載の使用のための抽出物、また
は使用のための組成物。
【請求項１０】
　前記抽出物が、Ｒｕｂｕｓ　ｉｄａｅｕｓから得られる水性抽出物である、請求項１～
９のいずれか一項に記載の使用のための抽出物、または使用のための組成物。
【請求項１１】
　前記抽出物が、Ｒｕｂｕｓ　ｉｄａｅｕｓから得られるエタノール抽出物である、請求
項１～１０のいずれか一項に記載の使用のための抽出物、または使用のための組成物。
【請求項１２】
　前記抽出物が、
　（ｉ）約１重量％～約４０重量％のフェノール化合物、
　（ｉｉ）約０．５重量％～約７重量％のヒドロキシケイ皮酸およびエラグ酸化合物、な
らびに
　（ｉｉｉ）約１重量％～約１５重量％のフラボノイド化合物、を含む、請求項１～１１
のいずれか一項に記載の使用のための抽出物、または使用のための組成物。
【請求項１３】
　前記抽出物が、請求項１～１２のいずれか一項に記載のＲｕｂｕｓ　ｉｄａｅｕｓ抽出
物と、任意選択に、薬学的にまたは獣医学的に許容される賦形剤と、を含む、医薬組成物
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または獣医学的組成物の形態で投与される、請求項１～１２のいずれか一項に記載の使用
のための抽出物、または使用のための組成物。
【請求項１４】
　前記医薬組成物が、経口投与、直腸投与、経鼻投与、肺投与、口腔投与、舌下投与、経
皮投与、大槽内投与、腹腔内投与、または非経口投与用である、請求項１３に記載の使用
のための抽出物、または使用のための組成物。
【請求項１５】
　前記抽出物が、請求項１～１２のいずれか一項以上に記載されるＲｕｂｕｓ　ｉｄａｅ
ｕｓ抽出物と、任意選択に、食品または飲料に許容される成分と、を含む、食品、飼料ま
たはペットフード組成物もしくは製品、飲料製品、あるいは食品、飼料またはペットフー
ドサプリメントの形態で投与される、請求項１～１２のいずれか一項に記載の使用のため
の抽出物、または使用のための組成物。
【請求項１６】
　前記抽出物が、約１０ｍｇ／日～約２０００ｍｇ／日の量で投与される、請求項１～１
５のいずれか一項に記載の使用のための抽出物、または使用のための組成物。
【請求項１７】
　前記使用または方法が、ヒト対象に対して行われる、請求項１～１６のいずれか一項に
記載の使用のための抽出物、または使用のための組成物。
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